
みみよよししのの地地区区計計画画  



■ 地区計画

◎制度の概要

地区計画は、都市計画法に定められたまちづくりの手法の一つで、みよし市全体を

計画の対象とする都市計画とは異なり、皆さんがお住まいの比較的小規模な地区を

対象として、きめ細かいまちづくりをめざすための制度です。 

◎制度の内容

１） 定めることができる場所

・土地区画整理事業等の事業が行われる、または行われた土地の区域

・今後市街化する区域で、不良な街区の環境が形成される恐れのある区域

・現に良好な街区の環境が形成されている土地の区域

・住宅市街地の開発等の事業が行われる、または行われた土地の区域

・現に良好な街区の環境が形成されている土地の区域

２） 定める内容

地区計画には、その地区のまちづくりの基本的な方向性を定めた「地区計画の

方針」と、その方向性を具体化するための「地区整備計画」とが定められます。 

特に、「地区整備計画」には、地区内の施設の計画などのほか、建築物について

のルールが具体的に定められ、地区内の建築物の新築や改築計画の内容を「地

区整備計画」に適合させていくことにより、地区の皆さんがめざす快適なまちが

徐々に実現していくことになります。 

市街化区域では 

市街化調整区域では 



 

塀の構造 

Ａ 

Ｂ 

Ｈ 

道 路 

・建築物や工作物の用途

・壁面の位置の制限

・建築物の形態

・垣又はさくの構造

・敷地面積（Ａ）や建築面積（Ｂ）の

最低限度

・建ぺい率（Ｃ）の最高限度

・容積率（Ｄ）、高さ（Ｈ）の最低限度

あるいは最高限度

現存する草地や樹林地を残すことを定める 
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地区施設とは主として地区住民

の利用する道路、公園、緑地、広

場等をいい、それらの配置や規

模を定める 

建築物等の制限 

地区施設の配置および規模 

草地や樹林地の保全 



３） 地区計画ができるまで

地区計画は、皆さんが日頃感じている地区の問題点や改善点を寄せ合い、住み

やすく安全なまちにするための「まちづくりの素案」をつくることから始めます。この

「まちづくり素案」を基に、みよし市は皆さんと一緒になって実現可能な「まちづくり

案」をつくっていきます。 

 

 

 

 

 

 

地区のみなさんが行うこと 

地区の問題点や改善すべき点

などを見つけ出します。 

まちづくりの具体的な提案を考

えます。 

まちづくりの素案を皆さんで考

えます。 

地区のみなさんと市が一緒に

行うこと 

説明会などを開いて地区の問

題点を認識します 

まちづくりの課題を見つけます 

まちづくり素案の作成および修

正を行います 

まちづくりの案が完成します 

みよし市が行うこと 

課題の解決策を考えます 

まちづくり素案の実現の可能

性を考えます 

みよし市地区計画の案の作成

手続きに関する条例 

地区計画の原案の公告・縦覧 

地区計画の案の作成 

地区計画の案の公告・縦覧 

市都市計画審議会 

県の承認 

都市計画決定 

意見書の提出 

意見書の提出 



４） 建築行為などの届け出について

地区計画によるまちづくりは、個々の建築行為などを計画に沿うよう誘導するこ

とによって、徐々に実現されていきます。 

このため、地区整備計画が定められている区域では、建築物を建てたり、建築

物の意匠を変更したりする際には、「建築確認」とは別に、事前に計画を市長に届

け出なければなりません。その計画が地区計画の内容に適合していない場合は勧

告することができます。 



みよし市地区計画位置図 

【問い合わせ先】 

みよし市役所 都市計画課 

電話 ０５６１－３２－８０２１ 

東名高速 

三好黒笹研究開発工業団地地区 

三好莇生辰己山地区 

三好根浦地区 

三好中島地区 

三好青木地区 

三好打越三本松地区 

みなよし台地区 

三好石坂地区 

三好打越山ノ神地区 

南台地区 

三好中部地区 

黒笹山手地区 

莇生山田山地区 

福田池下地区 

福谷広久伝地区
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